[bookmark: _GoBack]令和８年度養老町認知症カフェ運営事業仕様書

この仕様書は、養老町認知症カフェ事業実施の概要を示すものであり、業務実施にあたっては、食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）等の公衆衛生に関する法令等を遵守するとともに、この仕様書に記載なき事項であっても、現場の状況に応じて、信義を重んじ、誠実に業務を実施しなければならない。

１　事業内容
①　会場は、認知症の人とその家族、地域住民等が気軽に集える場所とすること。
②　開催は、月に１回以上、１回２時間程度とすること。
③　事業内容は次のことに留意し、多くの人が参加できるよう受託者が企画すること。
　ア　認知症の人とその家族が自ら活動し、楽しめるものとすること。
　イ　利用者相互の交流や情報交換を行うこと。
　ウ　利用者からの相談には適切に応じること。
④　運営に関しては、認知症の相談に対応できる者を１名以上配置すること。また、個別相談に対応できるよう配慮すること。
⑤　認知症サポーターなど養老町が養成したボランティアの受け入れを行うこと。
⑥　相談内容により適切な支援が必要な場合は、関係機関につなぐこと。
⑦　地域包括支援センター、介護サービス事業所、地域関係者等と連携をとり、地域に開かれた場になるように努め、周知を積極的に行うこと。
⑧　地域住民が認知症について正しい理解を深める場となるように努めること。
⑨　その他町長が必要と判断した内容。
２　利用対象者
養老町内に住所を有する認知症の人とその家族、地域住民等とする。
３　委託期間
令和８年６月１日から令和９年３月３１日までの期間とする。
４　実施場所等
（１）適切な事業運営が確保できると認められる施設において行う。
（２）同時に１０名以上の参加が可能であり、飲食を提供する場合は適切な設備がある
ものとする。
５　名称
認知症カフェの名称は、受託者で決定することができる。ただし、地域の理解を得られるものであること。
６　事業委託料
①　委託料は、１００，０００円（消費税および地方消費税を含む。）を上限とし、提出された事業計画書の金額の範囲内とする。
②　養老町は受託者に対して、業務履行確認後、委託料を支払うものとする。
③　この事業の対象経費は、下表に定める経費とする。
対象となる経費の内訳
	経費名
	内容

	人件費
	業務に直接関与する者の作業時間に支払われる経費

	報償費
	研修会講師謝金、ボランティア謝礼等

	需用費
	事務用品等の物品購入費、チラシなど印刷代等

	役務費
	通信費（はがき・切手など）、保険料等

	使用料及び賃借料
	会場及び機材などの借り上げ料等


７　利用者負担及び徴収等
事業の利用に係る料金は無料とする。ただし、飲食等の提供を行う場合は、実費相当額として、事前に町と協議し、利用者から徴収することができる。
８　実績報告書等
（１）受託者は、事業の開催ごとに養老町認知症カフェ事業実施報告書（様式第３号）を作成し、翌月５日までに健康福祉課へ提出すること。また、年度が終了したときには、養老町認知症カフェ実績報告書（様式第４号）に次の書類を添えて、健康福祉課へ提出すること。
①　事業実施の詳細が分かる資料（事業実施の写真等）
②　その他町長が必要と認めたもの。
（３）報告等に係る書類については、事業開始から５年間保存すること。
９　苦情対応、事故発生時の対応等
（１）受託者は、利用者の苦情に対し、迅速かつ丁寧な応対により円満な解決を図るように努め、必要により町に報告すること。
（２）受託者は、利用者に対するサービスの提供に関して、受託者の責に帰すべき事由により事故が発生した場合は、利用者に対して損害賠償等を速やかに行うものとし、その経過および結果を町に報告すること。
１０　守秘義務
受託者およびその関係者は、業務上知り得た個人の秘密を正当な理由なく、他人に漏らしてはならない。その職務を退いた後も、また同様とする。
１１　その他
（１）受託者は、構成で中立性の高い事業運営に努めるものとし、利用者に対して販売行為や特定の施設の宣伝、紹介等の営業活動または営業活動に準ずることを行わないこと。また、宗教への勧誘等、認知症カフェの活動にそぐわない行為は禁止する。
（２）受託者は、町および関係機関との連絡を密にし、町の要請により会議等に出席すること。
（３）この仕様書に示されていない事項については、町と協議のうえ誠実に実施すること。
